
 射水市教育委員会３月定例会次第 

 

日 時 令和５年３月２７日（月） 

午後３時００分から 

場 所 本庁舎４階会議室４０１ 

 

 

１ 会議録の承認  

 

２ 事務局報告 

（１）令和５年３月市議会定例会の開催状況について            資料１ 

（２）射水市教育委員会の管理職等人事異動について            資料２ 

（３）令和４年度射水市立学校長・教頭の異動内申について                 資料３ 

 

３ 議案 

（１）射水市教育委員会事務局組織規則の一部改正について         資料４ 

（２）射水市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正について   資料４－１ 
（３）射水市教育委員会個人情報保護条例施行規則の廃止について      資料４－２ 

 

４ 各課等の連絡事項及び報告事項 

（１）令和５年度小・中学校児童生徒見込数について      （学校教育課）資料５ 

（２）令和５年度学校三師の委嘱について              （学校教育課）資料６ 

（３）第３３回東海北陸都市教育長協議会定期総会及び研究大会（射水大会）について 

（学校教育課）資料７ 

（４）射水市民設放課後児童クラブひとり親家庭学級費減額事業補助金交付要綱の制定について  

（生涯学習・スポーツ課）資料８ 

（５）令和５年度孫とおでかけ支援事業について  （生涯学習・スポーツ課）資料９ 

（６）新湊博物館ホームページリニューアルについて（生涯学習・スポーツ課）資料１０ 

（７）次期スポーツ推進計画の策定について     （生涯学習・スポーツ課）資料１１ 

（８）令和４年度教育センター事業報告について          （教育センター）資料１２ 

（９）教育委員会行事予定                          資料１３ 

 

５ その他 

   

 

※ 次回教育委員会の開催日時について  

 ４月定例会 ４月２６日（水） 午後３時から  本庁舎会議室４０１ 
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令和５年３月市議会開催状況について（教育委員会関係） 

 
１ 教育委員会関係議案等  

  
議案第 １号 令和５年度射水市一般会計予算 
議案第 ８号 令和４年度射水市一般会計補正予算（第８号） 
議案第２１号 射水市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を 
       定める条例の一部改正について 
議案第２２号 射水市新湊博物館条例の一部改正について 

 
２ 代表質問、一般質問（教育委員会関係）（※発言順） 
 

（１）代表質問 ３月 ３日（金） 
 
○ 奈田 安弘 議員（自民議員会） 

  １ コミュニティ・スクールの導入について 
   

（２）一般質問 ３月 ６日（月）、７日（火） 
   

〇 根木 武良 議員 

   １ 生理用品の小・中学校の女子トイレの設置について 

   ２ 小・中学校の学校給食費と保育所の副食費の無償化について 

   （１）小・中学校の学校給食費の無償化について 

  

  〇 西元 勇司 議員（自民射水の会） 

   １ グローバル人財の育成について 

   （１）日本の歴史主権、国際理解、外国語運用能力育成の取組内容について 

   （２）主体性確立、社会的課題考察や判断力、解決の合意形成指導について 

   （３）選挙権18歳に伴う国家・社会等の形成に参画する政治教育について 

   

  〇 西尾  哲 議員（自民射水の会） 

   １ ６体育館を２体育館への集約について 

   （１）検討されてきた中で見えてきた課題、問題点について 

   （２）今後のスケジュールについて 

 

３ 総務文教常任委員会  ３月 ８日（水） 

 
付託案件 
 ・予算議案以外の議案（条例改正） 
 

資料１ 
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報告事項 
 ・コミュニティ・スクールの導入について 
 ・休日部活動の地域移行等に向けた実証事業について 
 ・射水市子どもの読書生活充実プラン（第４次）案について 
 
その他 
 ・放生津小学校と新湊小学校の新設統合について 
  

４ 予算特別委員会   ３月１５日（水）・１６日（木） 

 

（１）補正予算 

  〇 高橋 久和議員（自民射水の会） 

   １ 空調設備改修工事について 

   （１）今回の事業内容について 

   （２）特別教室の空調設備の設置状況について 

   （３）補正予算債について 

 

〇 津田 信人議員（自民議員会） 

 １ 堀岡小学校、太閤山小学校、大門小学校空調設備改修工事について 

 （１）３校の新築年度について 

 （２）今回の事業内容について 

 （３）建設当時の３校の空調設備の工事費について 

 （４）工事期間について 

 （５）他の小・中学校における今後の空調設備工事の予定について 

 

〇 根木 武良議員 

 １ パソコンが故障した修理代の保護負担について 

 

（２）当初予算 

〇 金  賢志議員（自民射水の会） 

 １ スマートロックについて 

 （１）予算内容について 

 （２）スマートロック事業の利用方法について 

 ２ 部活動の地域移行について 

 （１）参加生徒及び指導者数の推移、指導者の謝金について 

 （２）新年度及び改革推進期間の３ケ年計画について 

 

  〇  高橋 久和議員（自民射水の会） 

    １ フットボールセンター使用料について 

   （１）同施設の利用状況と効果について 
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  〇  加治 宏規議員（自民射水の会） 

   １ 放生津小学校・新湊小学校について 

   （１）今後のスケジュールについて 

(２) 統合準備会における教育委員会の立ち位置について 

    （３）跡地利活用について 

   ２ 射水っ子音楽活動推進事業について 

 

〇 津田 信人議員（自民議員会） 

 １ 部活動の地域移行実証事業の９４３万円の内容について 

 （１）予算の人件費、場所の費用について 

 （２）実証事業から見えてきた課題について 

 （３）今後の先進事例競技種目以外の展開について 

 （４）部活動の全員加入制の見直しについて 

 

〇 不後  昇議員 

 １ クラブ活動の地域移行に対する対応について 

 （１）取組状況、課題、今後の考え方について 

 ２ 学童保育について 

（１）定員等に関する現状と課題に対する対応策について 

   

   

５ 本会議 ３月１７日（金） 
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議案第２号 

射水市教育委員会事務局組織規則の一部改正について 

 射水市教育委員会事務局組織規則の一部を次のように改正する。 

  令和５年３月２７日 提  出 

射水市教育委員会     

教育長 金 谷  真  

 

射水市教育委員会規則第  号 

   射水市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則 

 射水市教育委員会事務局組織規則（平成２１年射水市教育委員会規則第４

号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条を次のように改める。 

 （組織） 

第２条 事務局に次の課を置き、課に次の係を置く。 

課 係 

学校教育課 総務企画係、学校教育係 

生涯学習・スポーツ課 生涯学習係、文化財係、スポーツ推進係 

第３条第 1 項中「、班に班長を」を削る。 

第４条中第６項を削り、第７項を第６項とし、第８項から第１４項までを 

１項ずつ繰り上げる。 

第５条生涯学習・スポーツ課の項第１３号中「整備並びに」を削る。 

 

   附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

i098024
テキストボックス
資料４
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 議案第２号 

 射水市教育委員会事務局組織規則の一部改正について 

 

 （説 明） 

 令和５年４月の行政組織の改編（スポーツ施設整備班の廃止）に伴い、所要

の改正を行うもの。  

 

１ 改正内容 

 規則中、現行のスポーツ施設整備班に関係する規定を削る。  

２ 施行期日 

  令和５年４月１日 

 

 



i098024
タイプライターテキスト
３



令和５年４月　行政組織の改編について

　企画管理部 　企画管理部

人事課 人事係 人事課 人事係

給与係 給与係

行革推進係

未来創造課 広報・交流促進係 未来創造課 広報・統計係

行革推進係

ＤＸ推進班 ＤＸ推進班

　市民生活部 　市民生活部

市民活躍・文化課 市民活躍推進係 市民活躍・文化課 市民活躍推進係

交流促進係

芸術文化振興係 芸術文化振興係

生活安全課 交通政策係 生活安全課

生活安全係 生活安全係

交通政策班

環境課 環境政策・保全係 環境課 ゼロカーボン推進係

環境保全係

衛生施設整備推進班 衛生施設整備推進班

○全国的に脱炭素地域社会の実現が求められ
ている中、本市においてもその取組を強化す
るため、環境政策・保全係を分割し、役割分
担による体制整備を図る。

現　行 令和５年４月

○デジタル技術の活用により、事務の簡素
化・効率化等、行革に関する取組を一層推進
するため、ＤＸ推進を所管する未来創造課に
「行革推進係」を移管する。

○多文化共生並びに国際交流及び都市間交流
等の業務を未来創造課から移管し、地域レベ
ル、市民レベルでの交流促進を図る。

○自動運転バスの実証運行や住民主体の移動
手段に関する取組等、今後の地域公共交通の
在り方を検討する体制を強化するため、交通
政策係を「交通政策班」とする。

企画管理部 人事課 資料１

全 員 協 議 会 資 料

i098024
タイプライターテキスト
４



現　行 令和５年４月

　教育委員会 　教育委員会

生涯学習・スポーツ課 生涯学習係 生涯学習・スポーツ課 生涯学習係

文化財係 文化財係

スポーツ推進係 スポーツ推進係

スポーツ施設整備班

　消防本部 　消防本部

防災課 予防係 防災課 予防係

警防係 警防係

通信指令第１係

通信指令第２係

通信指令課 通信指令第１係

通信指令第２係

班 班

係、地区センター 係、地区センター

※　（　）は消防を除く。 ※　（　）は消防を除く。

○市フットボールセンターの施設整備が完了
したことから、スポーツ施設整備班を廃止す
る。

○今後の消防指令システムの高度化を見据
え、通信指令業務の専門性を高めるととも
に、迅速な方針決定や適切な出動指令を確実
に行う体制強化を図る。

課、局、監 43 課、局、監 44

100 101
(78) (79)

(37) (37)
6 6

(6) (6)

i098024
タイプライターテキスト
５
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議案第３号 

射水市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正につ 

いて 

 射水市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部を次のように改正す

る。 

  令和５年３月２７日 提  出 

射水市教育委員会     

教育長 金 谷  真  

 

射水市教育委員会規則第  号 

   射水市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部を改正する 

規則 

 射水市教育委員会教育長に対する事務委任規則（平成１７年射水市教育委員

会規則第５号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第２項第３号中「射水市個人情報保護条例（平成１７年射水市条例第

２１号）第１９条」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７

号）第８２条」に改め、同項第４号中「射水市個人情報保護条例第４２条第１

項」を「個人情報の保護に関する法律第１０５条」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

i098024
テキストボックス
資料４－１
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議案第３号 

 射水市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正について 

 

 （説 明） 

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の一部改正に伴い、

個人情報の取扱いに関し、地方公共団体の機関（議会を除く。）についても同

法の規定が適用されることとされ、本市個人情報保護条例が廃止されたことか

ら、所要の改正を行うもの。 

 

１ 改正内容 

 射水市個人情報保護条例（平成１７年射水市条例第２１号）の廃止に伴い、 

同条例の引用部分について改正を行うもの。  

 

２ 施行期日 

  令和５年４月１日 
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議案第４号 

射水市教育委員会個人情報保護条例施行規則の廃止について 

 

 射水市教育委員会個人情報保護条例施行規則を廃止する規則を次のように

定める。 

  令和５年３月２７日 提  出 

射水市教育委員会     

教育長 金 谷  真  

 

射水市教育委員会規則第  号 

   射水市教育委員会個人情報保護条例施行規則を廃止する規則 

 射水市教育委員会個人情報保護条例施行規則（平成１７年射水教育委員会規

則第９号）は、廃止する。 

   附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

i098024
テキストボックス
資料４－２
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議案第４号 

射水市教育委員会個人情報保護条例施行規則の廃止について 

 

（説 明） 

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の一部改正に伴い、 

個人情報の取扱いに関し、地方公共団体の機関（議会を除く。）についても同

法の規定が適用されることとされ、本市個人情報保護条例が廃止されたことか

ら、この規則を廃止するもの。 

 

１ 改正内容 

 射水市個人情報保護条例（平成１７年射水市条例第２１号）の廃止に伴い、 

教育委員会個人情報保護条例施行規則を廃止するもの。  

 

２ 施行期日 

  令和５年４月１日 

 

 





小学校

学級 児童数 学級 児童数 学級 児童数 学級 児童数 学級 児童数 学級 児童数 学級 児童数 学級 児童数

放生津小 1 13 1 24 1 13 1 23 1 12 1 24 2 5 8 114

新湊小 2 38 1 35 2 38 1 35 2 36 2 41 3 4 13 227

作道小 2 47 2 51 2 49 2 54 2 57 2 67 2 8 14 333

片口小 1 21 1 31 1 30 1 27 1 33 2 40 2 4 9 186

堀岡小 1 24 1 21 1 17 1 22 1 23 1 23 3 7 9 137

東明小 2 39 2 43 2 38 2 48 2 52 2 41 2 7 14 268

塚原小 1 27 1 20 1 30 1 11 1 18 1 21 2 5 8 132

小杉小 3 93 3 103 3 98 4 105 3 88 3 82 6 30 25 599

金山小 1 8 1 9 1 7 1 12 1 8 1 12 2 4 8 60

歌の森小 3 73 3 74 3 71 3 74 2 67 2 62 6 21 22 442

太閤山小 2 59 3 68 2 56 2 66 2 61 2 60 3 9 16 379

中太閤山小 2 39 2 54 2 46 2 51 2 51 2 39 3 8 15 288

大門小 3 95 3 97 3 97 4 107 4 115 3 103 6 20 26 634

下村小 1 8 1 7 1 9 1 9 1 13 1 10 0 0 6 56

大島小 4 112 3 98 3 98 3 102 3 83 3 96 5 25 24 614

合計 29 696 28 735 28 697 29 746 28 717 28 721 47 157 217 4,469

中学校

学級 生徒数 学級 生徒数 学級 生徒数 学級 生徒数 学級 生徒数

新湊中 2 57 2 71 2 74 2 7 8 209

新湊南部中 2 66 3 91 2 74 2 2 9 233

射北中 3 84 3 108 3 109 2 7 11 308

小杉中 6 203 6 210 6 208 4 16 22 637

小杉南中 3 101 3 103 3 87 2 5 11 296

大門中 6 227 7 244 7 245 4 21 24 737

合計 22 738 24 827 23 797 16 58 85 2,420

計

令和５年度小・中学校児童生徒見込数（令和５年３月９日現在）

学校名
１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 特支 計

学校名
１年 ２年 ３年 特支

i098024
テキストボックス
資料５
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資料６    

令和５年３月２７日 

学 校 教 育 課 

 

令和５年度学校三師の委嘱（予定）について 

 

  令和５年度の学校三師（学校医・学校歯科医・学校薬剤師）の委嘱に

ついて、下記のとおり報告します。 

 

記 

１ 異動報告 

 

（１）学校医   小学校７校、中学校３校 

  

 

学校名 退  任 新  任 

放生津小学校 

（眼科） 

芳村 賀洋子 植田 芳樹（うえた よしき） 

真生会富山病院（下若） 真生会富山病院（下若） 

新湊小学校 

（眼科） 

芳村 賀洋子 植田 芳樹（うえた よしき） 

真生会富山病院（下若） 真生会富山病院（下若） 

歌の森小学校 

（内科） 

木田 和典 吉崎 達郎（よしざき たつお） 

木田小児科医院（東太閤山） 真生会富山病院（下若） 

太閤山小学校 

（内科） 

山谷 怜司 富川 武樹（とみかわ たつき） 

蜷川医院（戸破） 富川クリニック（南太閤山） 

中太閤山小学校 

（内科） 

木田 和典 高畠 章司（たかばたけ しょうじ） 

木田小児科医院（東太閤山） 高畠小児科クリニック（戸破） 

下村小学校 

（内科） 

高橋 徹 西森 弘（にしもり ひろし） 

高橋医院（黒河） 
はぎの里クリニック 

（加茂西部） 
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大島小学校 

（内科） 

木田 和典 高畠 琢磨（たかばたけ たくま） 

木田小児科医院（東太閤山） 高畠小児科クリニック（戸破） 

 

 

 

小杉中学校 

  （内科） 

木田 和典 山谷 怜司（やまたに さとし） 

木田小児科医院（東太閤山） 蜷川医院（戸破） 

小杉南中学校 

（内科） 

木田 和典 富川 武樹（とみかわ たつき） 

木田小児科医院（東太閤山） 富川クリニック（南太閤山） 

大門中学校 

（内科） 

吉崎 達郎 加藤 久人（かとう ひさと） 

真生会富山病院（下若） 
加藤整形外科脊椎スポーツ 

クリニック（橋下条） 

 

 

（２）学校歯科医 中学校１校 

 

 

新湊中学校 

（歯科） 

安田 篤 安田 由美（やすだ ゆみ） 

安田歯科医院（庄川本町） 安田歯科医院（庄川本町） 

 

 

（３）学校医（耳鼻科）、学校薬剤師  異動なし 

 

 

（４）学校医（眼科医）の異動について 

  別紙の「令和５年度学校医、学校歯科医及び学校薬剤師一覧表（予

定）」の眼科医の「未定」部分については、真生会富山病院眼科医が就

任予定。 

 

 

２ 令和５年度学校医、学校歯科医及び学校薬剤師一覧表（予定）  

別紙のとおり 
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・別・紙・ 

令和５年度学校医、学校歯科医及び学校薬剤師一覧表（予定） 

令和５年３月２７日現在 

学 校 名 学校医（内科） 〃（耳鼻科） 〃（眼科） 学校歯科医 学校薬剤師 

放生津小学校 宮林弘太郎 村井  満 植田 芳樹 松木 基祐 永野 康己 

新湊小学校 
姫野 洋一 
姫野万里子 

村井  満 植田 芳樹 稲田 雅一 酢谷 睦美 

作道小学校 山崎 雅和 村井  満 未定 高畑 保夫 上田 利幸 

片口小学校 
大野 太郎 
西森  弘 

村井  満 植田 芳樹 夏目もえこ 高松 宏成 

堀岡小学校 姫野万里子 村井  満 未定 伊藤 聡 高松 宏成 

東明小学校 村上  薫 村井  満 未定 三崎 広樹 松田 素子 

塚原小学校 姫野万里子 村井  満 未定 青木 一登 奥村 真樹 

小杉小学校 
高畠 章司 
高橋 徹 (三 ケ ) 

吉崎 達郎 
真鍋 恭弘 大角智壽子 中沖 一人 伏喜 壮成 

金山小学校 吉崎 達郎 長崎 正男 大角智壽子 高畠  隆 荒谷 一樹 

歌の森小学校 
高畠 章司 
吉崎 達郎 

真鍋 恭弘 植田 芳樹 大谷 敦志 友成 真理 

太閤山小学校 
大角 誠治 
富川 武樹 

長崎 正男 大角智壽子 片口 宗久 荒谷 裕子 

中太閤山小学校 
松本 邦彦 
高畠 章司 

真鍋 恭弘 大角智壽子 黒川勇次郎 澤井由紀子 

大門小学校 

豊田 貢一 
道振 義治 
野澤 寛 
太田 雅也 

長崎 正男 大角智壽子 
山崎 史晃 
高田 恒弘 

恒枝伊都子 

下村小学校 西森  弘 長崎 正男 大角智壽子 和田 三茂 松田 素子 

大島小学校 
豊田 貢一 
高畠 琢磨 

長崎 正男 植田 芳樹 
奥村 俊晴 
稲田 雅一 

森永  泉 

 

学 校 名 学校医（内科） 〃（耳鼻科） 〃（眼科） 学校歯科医 学校薬剤師 

新湊中学校 矢野 博一 村井  満 未定 安田 由美 永野 康己 

新湊南部中学校 宮林弘太郎 村井  満 未定 渡辺 光生 上田 利幸 

射北中学校 姫野万里子 村井  満 未定 橋本 昌人 宮嶋 典子 

小杉中学校 
北林 正宏 
高橋 徹 (三 ケ ) 

山谷 怜司 
真鍋 恭弘 大角智壽子 高畠  隆 岡本 祐太郎 

小杉南中学校 
大角 誠治 
富川 武樹 

真鍋 恭弘 大角智壽子 黒川勇次郎 藤岡 孝志 

大門中学校 
駒井  理 
野澤  寛 
加藤 久人 

長崎 正男 大角智壽子 岩井 健治 山崎 禎直 

 

幼稚園名 学校医（内科） 〃（耳鼻科） 〃（眼科） 学校歯科医 学校薬剤師 

七美幼稚園 村上  薫 村井  満 未定 三崎 広樹 宮嶋 典子  

大門わかば幼稚園 藤田  克 真鍋 恭弘 橋本 義弘 清水 秀明 山崎 禎直 

 



第３３回東海北陸都市教育長協議会定期総会並びに研究大会 

（令和５年度 射水大会） 開 催 要 項 

 

開 催 日 時   令和５年４月２０日(木)～２１日（金） 

 

開 催 場 所   高周波文化ホール（新湊中央文化会館） 

〒934-0016 富山県射水市三日曽根３－２３ 

                 ℡ ０７６６－８２－８４００ 

 

＜第１日＞ ４月２０日（木）      高周波文化ホール １階 小ホール 

１．総 会                   １３時４５分～１４時４５分 

（１）開会宣言 

（２）東海北陸都市教育長協議会会長あいさつ 

（３）来賓祝辞         富山県教育委員会教育長 

（４）開催地市長あいさつ    射水市長 

（５）日程説明 

（６）会員異動報告 

（７）議長選出 

（８）議  事 

議案第１号 令和４年度事業報告について 

        議案第２号 令和４年度歳入歳出決算及び監査報告について 

        議案第３号 令和５年度役員選出について 

議案第４号 令和５年度事業計画（案）について 

        議案第５号 令和５年度歳入歳出予算（案）について 

        議案第６号 次回総会開催地（愛知県）について 

その他 

（９）新役員の紹介 

（10）次年度総会開催都市教育長あいさつ 

 (11) 閉  会 

（休 憩） 

２．研究大会                  １５時００分～１７時３０分 

（１）事例研究発表（15：00～16：00） ※発表時間は、１５分～２０分を想定 

    三重県 熊野市 

    福井県 大野市 

（移 動） 

（２）分科会（16：05～17：00）        ※３分科会を予定 

ア：第１分科会 教育行財政部会         ３階 第３研修室 

イ：第２分科会 学校教育部会          １階 小ホール 

ウ：第３分科会 生涯学習部会          ３階 第２研修室 

（移動・休憩） 

（３）分科会報告（17：10～17：30）  ※各分科会５分以内で報告 

                           １階 小ホール 

 

３．情報交換会           クロスベイ新湊 ｉＣＮホール 

・各県の状況報告、懇談等          １８時３０分～２０時３０分 

i098024
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＜第２日＞ ４月２１日（金） 

４. 文教施設等視察研修 

Ａ ＜内川散策コース（散歩コース）＞ 

時  間 内  容 場  所 

８：４０ 集合 第一イン新湊正面玄関前集合  

８：５０  出発（徒歩移動）  

９：００～ ９：４０ 視察見学（徒歩移動） 内川周辺、川の駅新湊 

 （バス移動）  

９：５０～１０：３０ 視察見学 新湊博物館 

 （バス移動）  

１０：４５～１１：１５ 視察見学 オリバースポーツフィールド射水 

Ｂ ＜放生津八幡宮コース（お祭りコース）＞ 

時  間  時  間  時  間  

８：４０ 集合・バス乗車  第一イン新湊正面玄関前集合  

８：５０  出発   

９：００～  ９：３０ 視察見学 オリバースポーツフィールド射水 

 （バス移動）  

９：４５～１０：２５ 視察見学 放生津八幡宮 

 （バス移動）  

１０：３５～１１：１５ 視察見学 新湊博物館 

Ｃ ＜海王丸パークコース（海のコース）＞ 

時  間  時  間  時  間  

８：４０ 集合・バス乗車  第一イン新湊正面玄関前集合  

８：５０  出発   

９：００～  ９：４０ 視察見学 新湊博物館 

 （バス移動）  

１０：００～１０：３０ 視察見学 オリバースポーツフィールド射水 

 （バス移動）  

１０：４０～１１：１５ 視察見学 海王丸パーク 
 
共 通 

１１：３０～１２：２０ 昼食 新湊きっときと市場 

１２：３０ 

 

（バス移動）解散 

 

１２：４５ クロスベイ新湊 

１３：０５ 新高岡駅 

１３：１５ 高岡駅 

参考                         ※令和５年２月現在 

         新高岡 → 金 沢 
北陸新幹線    13:24  13:38 着 
         高 岡 → 金 沢 
あいの風とやま  13:34  14:16 着 
         14:04  14:44 着 
特急サンダーバード     金 沢 → 福 井 
（大阪行）         14:20  15:06 着 
                           金 沢 → 福 井 → 米 原 → 岐 阜 → 名古屋 
特急しらさぎ(名古屋行)  ……… 13:48  14:34  15:44   16:26    16:49 着 

         14:48  15:35    16:44   17:26    17:49 着 
                        米 原 → 名古屋 
東海道新幹線(東京行)  …………………………   15:57   16:25 着 

16:57    17:25 着   

i098024
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■視察研修コース（各コース３５名程度）
Ａ　内川散策コース

Ｂ　放生津八幡宮コース

Ｃ　海王丸パークコース

＜全コース共通＞
R5東海北陸都市教育⻑協議会総会並びに研究⼤会（射⽔⼤会）

内川周辺は１９世紀に北前船の中継点として栄えてき
た街です。内川は『日本のベニス』といわれており、漁
船の停泊するまちなみや、川にかかる１２本の橋など港
町ならではの風景が、人々を魅了し、映画やドラマのロ
ケ地としても注目されています。

①内川散策 → ②新湊博物館 → ③オリバースポーツフィールド射水

海王丸は、商船学校の練習船として、誕生した帆船です。昭和
５年に進⽔して以来、５９年間に地球約５０周を航海し1１１，
１９０名もの海の若人を育てました。海王丸パークでは、海王丸
を現役当時のまま、公開しています。

①新湊博物館 → ②オリバースポーツフィールド射水 → ③海王丸パーク

放生津八幡宮は奈良時代に⼤伴家持が宇佐八幡宮を勧請したこ
とが創始と伝えられています。放生津八幡宮祭の曳山・築山行事
は２０２１年に国重要無形⺠俗⽂化財に指定され、地域の人々に
とって⼤切な行事として、今日まで継承されています。

①オリバースポーツフィールド射水 → ②放生津八幡宮 → ③新湊博物館

オリバースポーツフィールド射水

２０２２年４月に射⽔ベイエリアにオープンしました。
富山県⻄部では初となる⼤規模なフットボールセンターで
あり、サッカーやラグビーが行える人工芝コート２面と屋
根付きフットサル場が整備され、自動で撮影配信を実現す
るＡＩカメラとローカル５Ｇの導入で、試合のライブ配信
や遠隔での指導を行うことができる施設となっております。

新湊博物館

江⼾時代後期、和算家、測量家⽯⿊信由以下４代がのこ
した「高樹⽂庫」資料を中核に、陶芸家で人間国宝第1号⽯
⿊宗麿の作品、新湊とその周辺地域の歴史・⺠俗資料を展
示しています。海王丸は、商船学校の練習船として、誕生した帆船です。昭和

５年に進⽔して以来、５９年間に地球約５０周を航海し１１，１
９０名もの海の若人を育てました。海王丸パークでは、海王丸を
現役当時のまま、公開しています。

別紙資料１
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射水市民設放課後児童クラブひとり親家庭学級費減額事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、ひとり親家庭の民設放課後児童クラブ学級費の負担を軽減し、

当該ひとり親家庭の生活の安定と自立を支援することを目的に、射水市民設放課後児

童クラブひとり親家庭学級費減額事業を実施するに当たり、射水市補助金等交付規則

（平成１７年射水市規則第２８号。以下「規則」という。）第１７条の規定に基づ

き、射水市民設放課後児童クラブひとり親家庭学級費減額事業補助金（以下「補助

金」という。）の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１） ひとり親家庭 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９

号）第６条第５項に規定する母子家庭等をいう。 

（２） 放課後児童健全育成事業 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下

「法律」という。）第６条の３第２項に規定する放課後児童健全育成事業をい

う。 

（３） 放課後児童健全育成事業者 放課後児童健全育成事業を行う者（国及び地方

公共団体を除く。）をいう。 

（４） 民設放課後児童クラブ 放課後児童健全育成事業者が設置した放課後児童健

全育成事業を行う場所をいう。 

（５） 対象者 市内に住所を有するひとり親家庭の父又は母であって、児童扶養手

当法（昭和３６年法律第２３８号）第６条の認定を受け、児童扶養手当を受給

しているものをいう。 

（６） 対象児童 対象者が看護している対象者の子をいう。 

（７） 長期休暇利用児童 対象児童であって、民設放課後児童クラブを学校休業日

等に利用するものをいう。 

（８） 学級費 放課後児童健全育成事業者が対象者から徴収する放課後児童健全育

成事業を実施するために必要な経費の一部をいう。 

 （補助金の交付の対象） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「事業者」という。）は、対象

児童が利用している民設放課後児童クラブの運営を行っている放課後児童健全育成

事業者とする。 

 （補助金の額） 

資料８ 
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第４条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。 

（１）  事業者が運営する民設放課後児童クラブを対象児童（長期休暇利用児童を除く。）

が利用した月（１月当たりの学級費が４，０００円以上の月に限る。）の数に２，

０００円を乗じて得た額 

（２）  事業者が運営する民設放課後児童クラブを長期休暇利用児童が利用した月（１

月当たりの学級費が４，０００円以上の月に限る。）の数（長期休暇利用児童１

人につき１を限度とする。）に２，０００円を乗じて得た額 

 （対象者の資格認定申請） 

第５条 学級費の減額を受けようとする対象者は、民設放課後児童クラブひとり親家庭

学級費減額事業補助金資格認定申請書（様式第１号）を事業者を通じて市長に提出し

なければならない。 

 （対象者の資格認定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、内容を審査し、要件に

該当すると認めたときは、民設放課後児童クラブひとり親家庭学級費減額事業補助金

資格認定決定書（様式第２号）を事業者を通じて当該対象者に交付するものとする。 

 （資格喪失の届出） 

第７条 対象者は、第２条第５号に規定する対象者に該当しなくなったときは、速やか

に市長に申し出なければならない。 

 （補助金の交付の申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする事業者は、規則第４条の補助金等交付申請書に

必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 （補助金の交付の決定） 

第９条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請の内容を審査

し、適当と認めたときは、規則第５条第３項の補助金等交付決定通知書により当該事

業者に通知するものとする。 

（補助事業の変更等） 

第１０条 前条の規定による通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助

金等の交付決定を受けた後において、補助事業の内容を変更しようとするとき、又は

補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに規則第１０条の補助

事業等変更（中止・廃止）承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければなら

ない。 

 （補助金の交付の請求） 

第１１条 補助事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、規則第１１条第２項

の補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。 
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 （実績報告） 

第１２条 補助事業者は、補助金の交付決定があった日の属する年度の３月３１日まで

に、規則第１２条の補助事業実績報告書に必要な書類を添えて市長に提出しなければ

ならない。 

 （補助金の額の確定） 

第１３条 市長は、実績報告書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当

と認めたときは、補助金の額を確定し、規則第１３条の補助金等確定通知書により当

該補助事業者に通知するものとする。ただし、確定額が第９条の規定により通知した

額と同額の場合は、確定の旨の通知を省略することができる。 

 （補助金の返還） 

第１４条 市長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、すでにその額を超

える補助金が交付されているときは、当該補助事業者に対し、期限を定めてその超え

る部分の返還を求めるものとする。 

 （その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

   附 則 

 この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

 



令和５年度孫とおでかけ支援事業 県内市町村との事業連携について  
 

生涯学習・スポーツ課  

（計 14 市町村、60 施設）      

市町村 対象施設 開始時期 

射水市（2 施設） 射水市新湊博物館、射水市大島絵本館 平成 27 年 12 月 

富山市（14 施設） 

ファミリーパーク、科学博物館、郷土博物館、佐藤記念美

術館、民俗民芸村（7 館）、猪谷関所館、大山歴史民俗資料

館、八尾おわら資料館、旧森家住宅、浮田家住宅、八尾曳

山展示館、ガラス美術館、旧馬場家 

※八尾化石資料館（例年の営業は 4/22～5/10 7/22～8/31） 

平成 24 年 7 月 

砺波市（6 施設） 

チューリップ四季彩館、砺波市美術館、松村外次郎記念庄

川美術館、庄川水資料館、となみ散居村ミュージアム（民

具館）、砺波市出町子供歌舞伎曳山会館 

平成 27 年 4 月 

小矢部市（2 施設） 
クロスランドタワー、ダ・ビンチテクノミュージアム  

 （共にクロスランドおやべ内施設） 
平成 27 年 8 月 

南砺市（12 施設） 

城端曳山会館、じょうはな織館、五箇山和紙の里、五箇山

民俗資料館、塩硝の館、利賀瞑想の郷、井波彫刻総合会館、

いのくち椿館、園芸植物園、福光美術館（常設展のみ）、

棟方志功記念館「愛染苑」、松村記念会館 

平成 27 年 8 月 

高岡市（10 施設） 

万葉歴史館、藤子・F・不二雄ふるさとギャラリー、ミュ

ゼふくおかカメラ館、福岡歴史民俗資料館、高岡市土蔵造

りのまち資料館、鋳物資料館、武田家住宅、伏木北前船資

料館、伏木気象資料館、高岡御車山会館  

平成 29 年 4 月 

氷見市（3 施設） 
氷見市潮風ギャラリー（藤子不二雄○A アートコレクショ

ン）、氷見市立博物館、氷見市海浜植物園 
平成 29 年 8 月 

滑川市（2 施設） ほたるいかミュージアム、滑川市立博物館 

平成 30 年 4 月 
舟橋村 対象施設無し 

上市町 対象施設無し 

立山町 対象施設無し 

魚津市（2 施設） 魚津埋没林博物館、魚津水族館 平成 30 年 5 月 

黒部市（5 施設） 
黒部市吉田科学館、黒部市歴史民族資料館、黒部市美術館、

セレネ美術館、ＹＫＫセンターパーク 
平成 31 年 4 月 

入善町（2 施設） 入善町下山芸術の森発電所美術館、舟見城址館 令和 5 年 4 月 

（令和５年４月１日現在）  
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教育委員会新湊博物館 

℡ 0766-８３－０８００ 

資料   射水市新湊博物館ホームページのリニューアルに

ついて 

新年度（４月１日）から、博物館を紹介するホームページを、「分かりやすい、行

きたくなる、繰り返し見たい」ホームページとなるようにリニューアルしました。 

収蔵資料の紹介コーナーを拡充し、子ども向けサイトを新設しました。 

令 和 ５ 年 ４ 月 

市長定例記者会見 

1 リニューアル後のホームページのポイント 

トップページを刷新し、動画で館内外の様子を紹介するなどデザイン、ページ構成を見直

し、下記の新機能を追加しました。今後は、スマートフォンやタブレット等でもご覧いただけま

す。 

 
（１）収蔵資料ページを充実 

・江戸時代の絵図は広域図と村ごとの詳細な地図を関連付けたことで、見たい絵図を素

早く検索できます 

・中心コレクションである石黒信由関係資料に加え、石黒宗麿、郷倉千靱・和子ら射水ゆ

かりの美術家たちの作品を高画質画像で見ることができます。 

・市内に伝えられてきた戦国時代以降の古文書の画像を公開しました。 

・一部の古文書は活字も合わせて表示されるように組合せ、読解も便利になりました。 

 

（２）こども博物館ページを新設 

・子どもたちのふるさと学習にも役立てていただけるように、博物館を分かりやすく紹介す

る子ども向けページを新たに設けました。 

・小学生にも読みやすくふりがなを付け、江戸時代の測量体験学習の方法をイラストや動

画で紹介したほか、クイズコーナーを設けるなど楽しくご覧いただけるようにしました。 

 

（３）館内をバーチャル画像で紹介 

３６０度画像で館内展示室を案内する「バーチャルツアー」ページを作りました。いつでも

どこにいても博物館を見学することができます。 
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次期スポーツ推進計画の策定について 
 
 
１ 目的 
  平成２６年度に策定した「射水市スポーツ推進計画」が令和５年度までの計

画期間となっていることから、令和６年度を初年度とする新たな計画を策定
するもの。 

 
 
２ 計画策定に係る令和５年度予算 
  １０６千円 
  （内訳） 

スポーツ推進審議会開催経費（委員報酬、学識経験者アドバイザー報償費等） 
 
 
３ 今後のスケジュールについて 

年月 内容 
（令和４年度） 

令和５年２月 
 
スポーツに関する市民意識調査を実施（１０００人） 

    ３月 教育委員会からスポーツ推進審議会へ諮問 
（令和５年度） 

４月 
 
小、中、高校生及び競技団体へアンケート調査を実施 

８月 第１回スポーツ推進審議会（現計画の成果及び課題、ア
ンケート調査の結果報告、次期計画骨子案の提示） 

１０月 第２回スポーツ推進審議会（計画素案の検討） 
１２月 パブリックコメント実施 

令和６年１月 第３回スポーツ推進審議会（答申案の決定） 
    ２月 スポーツ推進審議会から教育委員会へ答申 
    ３月 教育委員会及び市議会へ次期計画案を報告 

※スポーツ推進審議会開催後、その内容等を教育委員会及び市議会へ報告する
予定 
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日 曜 時間 主務・関連課
教育委
員出席

1 土

2 日

3 月

4 火

5 水

6 木 学校教育課

7 金 学校教育課 ○

8 土

9 日

10 月 学校教育課

10 月 学校教育課 ○

11 火

12 水

13 木

14 金

15 土

16 日 6:30 生涯学習・スポーツ課

16 日 9:00 生涯学習・スポーツ課 ○

17 月

18 火

19 水

20 木 11:30 学校教育課 教育長

21 金 8:40 学校教育課 教育長

22 土 11:00 中央図書館

23 日 13:30 生涯学習・スポーツ課 教育長

24 月

25 火

26 水 15:00 学校教育課 ○

27 木

28 金

29 土

30 日

至 場所 自 至 場所

4/11 中央図書館 4/21 7/2 新湊博物館

5/16 中央図書館

氷見市～朝日町　県内９市町 富山湾岸サイクリング２０２３

市内幼稚園 幼稚園入園式

4/21 こどもの読書週間2023 「絵本キャラクター選手権！」展

3/17 「あなたの『スタート！』応援します」展 「美しい国とやま！－風家画にみる富山県の自然」展

自 展示名 展示名

救急薬品市民交流プラザ いみず女性ネットワーク総会

新湊アイシン軽金属スポーツセンター 令和５年度　射水市スポーツフェスタ総合開会式

会議室401 定例教育委員会

※行事等については、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、中止となる場合があります。

展示等

高周波文化ホール 東海北陸都市教育長協議会役員会・総会・情報交換会

市内 東海北陸都市教育長協議会視察研修

春のお楽しみ子ども会中央図書館

市内中学校 中学校入学式

令　和　５　年　４　月　の　主　な　行　事　予　定

場　　所 行　　事　　予　　定

市内小学校 小学校入学式

市内小中学校 第１学期始業式
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日 曜 時間 主務・関連課
教育委
員出席

1 月

2 火

3 水

4 木
10:00
13:30

生涯学習・スポーツ課 ○

4 木 15:00 生涯学習・スポーツ課 教育長

5 金

6 土 14:00 学校教育課 教育長

7 日

8 月 学校教育課

9 火 学校教育課

10 水

11 木 学校教育課

12 金

13 土 学校教育課

14 日

15 月

16 火

17 水

18 木

19 金

20 土 学校教育課

21 日 8:30 生涯学習・スポーツ課

22 月

23 火

24 水

25 木

26 金

27 土 学校教育課

28 日

29 月

30 火

31 水

至 場所 自 至 場所

7/2 新湊博物館4/21 「美しい国とやま！－風家画にみる富山県の自然」展

自 展示名 展示名

小学校運動会（小杉）

展示等

※行事等については、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、中止となる場合があります。

右記小学校

海の生活体験交流会（射水市児童クラブ連合会）

右記小学校

小学校運動会（放生津、新湊、片口、東明、塚原、
金山、歌の森、太閤山、下村、大島）

高周波文化ホール 令和5年度射水市二十歳のつどい

下村加茂神社 下村加茂神社春季大祭（やんさんま）

令　和　５　年　５　月　の　主　な　行　事　予　定

小学校運動会（作道、堀岡、中太閤山、大門）

場　　所 行　　事　　予　　定

射水市PTA連絡協議会総会

修学旅行（新湊中、射北中）（～5/10）

修学旅行（新湊南部中、小杉中、小杉南中）（～5/11）

救急薬品市民交流プラザ

修学旅行（大門中）（～5/13）

右記小学校

海王丸パーク
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